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１【提出理由】

　当社は2025年５月15日開催の当社取締役会において、2025年６月27日開催予定の当社定時株主総会における承認等の

所定の手続きを経た上で、2025年10月１日（予定）を効力発生日とする当社の単独株式移転（以下「本株式移転」とい

います。）により、持株会社（完全親会社）である富士ユナイトホールディングス株式会社を設立することを決議いた

しました。本株式移転に伴い、当社の親会社の異動及び主要株主の異動がありますので、金融商品取引法第24条の５第

４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号及び第４号の規定に基づき、本臨時報告書を提出す

るものであります。

 

２【報告内容】

(1）親会社の異動

①当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

　名称　　　　　富士ユナイトホールディングス株式会社

　住所　　　　　東京都千代田区神田駿河台四丁目３番地

　代表者の氏名　代表取締役社長　　川崎　靖弘

　資本金　　　　5,500百万円

　事業の内容　　グループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務

（注）本臨時報告書提出日現在におきまして、富士ユナイトホールディングス株式会社は未設立であり、2025年10月

１日の設立を予定しております。なお、上記各事項につきましては、現時点での予定を記載しております。

 

②当該異動の前後における当社の親会社の所有に係る当社の議決権の数及び当社の総株主等の議決権に対する割合

 所有議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前 ―個 ―％

異動後 65,663個 100.00％

（注）異動後の「所有議決権の数」は、2025年３月31日時点の当社の発行済株式総数8,943,907株に基づいて記載してお

り、本株式移転の効力発生に先立ち、当社の発行済株式総数が変化した場合には、異動後の「所有議決権の数」も

変動いたします。

 

③当該異動の理由及びその年月日

異動の理由　：株式移転による完全親会社の設立のため

異動の年月日：2025年10月１日（予定）
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(２）主要株主の異動

①当該異動に係る主要株主の氏名又は名称

　Ａ．主要株主となるもの

富士ユナイトホールディングス株式会社

　　　Ｂ．主要株主でなくなるもの

　　　　ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社及び重田　光時

 

②当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合

Ａ．主要株主となるもの

　富士ユナイトホールディングス株式会社

 所有議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前 ― ―

異動後 65,663個 100％

（注）異動後の「所有議決権の数」および「総株主等の議決権に対する割合」は、2025年３月31日時点の当社の発行済株

式総数8,943,907株に基づいて記載しており、本株式移転の効力発生に先立ち、当社の発行済株式総数が変化した

場合には、異動後の「所有議決権の数」および「総株主等の議決権に対する割合」も変動いたします。

 

Ｂ．主要株主でなくなるもの

　ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社

 所有議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前 10,059個 15.31％

異動後 10,059個 15.31％

 

　重田　光時

 所有議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前 8,632個 13.14％

異動後 8,632個 13.14％

（注）ａ．異動後の「所有議決権の数」および「総株主等の議決権に対する割合」は、2025年３月31日時点の当社の発行

済株式総数8,943,907株に基づいて記載しており、本株式移転の効力発生に先立ち、当社の発行済株式総数が

変化した場合には、異動後の「所有議決権の数」および「総株主等の議決権に対する割合」も変動いたしま

す。

（注）ｂ．上記の重田光時氏の所有議決権の数については、当該株主から提出された大量保有報告書（変更報告書）に基

づき記載しており、当社として当該株主の実質所有株式数及び議決権数の確認ができたものではありません。

 

③当該異動の年月日

2025年10月１日（予定）

 

④本報告書提出日現在の資本金の額及び発行済株式総数

資本金の額　　　　5,527百万円

発行済株式総数　　普通株式　8,743,907株

 

以　上
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